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令和４年度国⺠健康保険税の減免申請をする方へ 

 
１．申請について 

・申請書の入手方法：市役所税務課の窓口、市ホームページからのダウンロード、 
電話またはメールでの請求（市役所から郵送します） 

 
 

 
・申請書提出先：旭市役所 税務課 課税班 
        〒289-2595 旭市二の 2132 番地 
 
・提出する書類：減免申請書、事業収入等申告書、その他必要な添付書類 

        （※添付書類が用意できない場合はご相談ください） 
 
・提出方法：郵送または市役所税務課の窓口 
 
・申請期限：令和５年３月３１日  

 
２．減免要件について 

次のいずれかにあてはまることが条件です。 
 

① 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病（１ヶ月以上
の入院）を負った場合 

② 新型コロナウイルスの影響により世帯主の事業収入等の減少が見込まれ、以下の
３点に該当する場合 
 

・世帯主の営業、農業、不動産、給与収入のうち、いずれかの収入が、令和３年と比
べて２０％以上減少する見込みである（以下「★減少する収入」と表記します）。 

 
・世帯主の令和３年の合計所得金額が１，０００万円以下である。 
 
・「★減少する収入」以外の令和 3 年の合計所得が４００万円以下である。  
 

 
 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご不明な点がある場合は、まずはお電話ください。 

請求先メールアドレス：kazei-kokuho@city.asahi.lg.jp 
電 話 番 号：０４７９−６２−５３２１ 

会社都合の解雇や雇止め等による失業（非自発的失業）の場合は、減免の対象外
ですが、別の制度によって減額される場合があります。詳しくは、納税通知書に同
封されている「減免判定フローチャート」をご確認ください。 
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３．減免額の計算方法について 
 

減免要件 減免額 

２．減免要件について の①に該当 全額免除 

２．減免要件について の②に該当 【減免額計算表】のとおり 
 
【減免額計算表】 
 
 
 
 
 
 

 
 
（※）所得に応じた減免割合 

世帯主の 
令和 3 年所得 

300 万円 
以下 

400 万円 
以下 

550 万円 
以下 

750 万円 
以下 

1000 万円 
以下 

減免割合 １００％ ８０％ ６０％ ４０％ ２０％ 

世帯主が失業・廃業した場合は、世帯主の所得にかかわらず減免割合は１００％となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

世帯主の 
所得に応
じた減免
割合(※) 

 

【注意点】 
 

・減免額は端数調整をし、１００円単位となります。 
 
・減免要件に該当している場合でも、必ず減免されるとは限りません 

（計算結果により減免額が０円となる場合があります）。 
 
・納税の有無にかかわらず、納期限経過分も含めて計算します。 

＝ 

国民健康
保険税 

 
加入者 
全員分 

世帯主の「★減少する収入」の令和３年
所得の合計額 

世帯主と世帯の国保加入者の令和３年
所得の合計額 

× × 減免額 
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４．減免額の計算例について 
 
次のような世帯の場合、実際の減免額及び納税額は次のようになります。 

 

世帯構成 
（全員が国⺠健康保険加入者） 令和３年中の収入金額 令和３年中の所得金額 

①世帯主 ４５才 男 営業収入 ７００万円 A    ３００万円 

②妻 ４２才 女 給与収入 １００万円 ４５万円 

③父 ７２才 男 年金収入  ５０万円 ０円 
合 計 B    ３４５万円 

 
 
 
 
 
 減免額を計算すると･･･ 
 
 
 
 
 
 
・減免後納税額 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令和 4 年度国⺠健康保険税額 
427,400 円 

世帯主に営業収入の減少が見込まれ、
減免要件②の条件を満たしている。 

427,400 円 
A 3,000,000 円 

B 3,450,000 円 
100% × × ＝ 371,700円 

371,700 円減額されることになり、実際の納税額は、55,700 円となります。 

427,400 円 371,700 円 － ＝ 55,700 円 
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５．申請の前に 
「記入の漏れ」、「添付書類の不足」、「要件に合致しているか」再度ご確認をお願いします。 
 
 
６．申請書類チェックリスト（提出前にご活用ください） 

共通 
□旭市国⺠健康保険税減免申請書 
□世帯主の身分証明書（写） 

（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など） 

世帯主が新型コロナウイルス感染
症で死亡・重篤な傷病になった 

□新型コロナウイルス感染症の罹患
り か ん

がわかる書類 
 （診断書等の写し など） 

世帯主が失業・廃業し、 
「★減少する収入」がある 

□廃業・失業のわかる書類（写） 
（事業の廃業等届出書、退職証明書 など） 

□令和３年中の収入額がわかる書類（写） 
（令和３年の確定申告書、給与明細 など） 

□令和４年の減免申請以前の収入がわかる書類（写） 
（「★減少する収入」の帳簿、給与明細 など） 

□事業収入等申告書 

世帯主に「★減少する収入」があり 
・令和 3 年の所得合計額が 

1,000 万円以下 かつ 
・「★減少する収入」以外の 

所得合計額が 400 万円以下 

□令和３年中の収入額がわかる書類（写） 
（令和３年の確定申告書、給与明細 など） 

□令和４年の減免申請以前の収入額がわかる書類（写） 
（「★減少する収入」の帳簿・給与明細 など） 

□事業収入等申告書 

 
「★減少する収入」：営業、農業、不動産、給与収入のうち、新型コロナウイルスの影響に

より令和４年の収入が、令和３年と比べて２０％以上減少する見込みの
収入 

 
◎申請書等に不備がある場合、再度書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。 
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７．申請後の流れについて 
 
減免決定（却下）の通知は、申請書を受理した翌月１５日頃に送付します。 
また、一部減額の場合、申請書受理の翌月納期分から減額になります。 
（書類に不備等があった場合はこれと異なることがあります）。 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
                         
 
 
 

 

 

納期限 

６月３０日 

（１期） 

納期限 

８月１日 

（２期） 

納期限 

８月３１日 

（３期） 

納期限 

９月３０日 

（４期） 

５月 

納期限 

１０月３１日 

（５期） 

減免申請 決定通知が郵送される（１５日頃） 

減額 

１期・２期の税額はそのまま納入 ３期以降の税額は減免後の税額を納入 

（例） ・７月上旬に申請書を提出し、市で受理。 
    ・書類に不備がなければ、８月１５日頃に減免決定通知が届く。 
    ・一部減額の場合、１期・２期の税額は変更なく、３期以降の税額が

減額される。 
     

 

 
〒２８９−２５９５ 
 旭市ニの２１３２番地 旭市役所税務課 
 
【減免申請に関する相談】 

税務課 課税班 ０４７９−６２−５３２１ 
【納税に関する相談】 
 税務課 収税班 ０４７９−６２−５３２２ 

問い合わせ 


